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は じ め に

大きな変化が生じている社会の中で，教職員が時代の変化に

対応して求められる資質能力を身に付けるためには，養成段階

で身に付けた知識技能だけで教職を過ごすのではなく，社会の

変化に応じて，教職員が常に学び続けていくことが大切です。

また，学び続ける教職員の姿は，子どもたちにとって重要な

ロールモデルとなり，その人格形成に与える影響は大きく，そ

して，子ども自ら主体的に学び続ける意欲となることが期待さ

れます。

このような中，当教育センターにおきましては，教職員にお

ける自律的，体系的・計画的な学び，継続的で個別最適な学び

および，教職員同士の対話を通して互いに学び合う協働的な学

びを一体的に実現するよう函館市教職員研修計画を設定し，よ

り一層実践的な教職員研修の充実に尽力してまいりたいと考え

ております。

さらに，函館市教育振興基本計画の実現を目指し，「子ども

に寄り添う指導・支援の充実」が図られるよう，各事業を推進

してまいります。

当教育センターの各事業が，子どものよりよい成長の一助と

なることを願うとともに，各学校（園）におきましては，本教

職員研修計画の内容の周知を図っていただき，より多くの皆様

方が当教育センターを御活用されるよう，特段の御配慮をお願

い申し上げます。

令和５年（2023 年）４月

函館市南北海道教育センター

所 長 酒 井 光 史
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第１章 函館市教職員研修計画

１ 研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励

（１）基本的な考え方について

対話に基づく受講奨励（研修等に関する記録の作成および資質能力の向上に関する指導助

言等）は，教員等と指導助言者が対話を繰り返す中で，教員等が自らの研修ニーズと，自分の

強みや弱み，今後伸ばすべき力や学校で果たすべき役割などを踏まえながら，必要な学びを主

体的に行うためのものです。

また，研修履歴記録を対話に基づく受講奨励で活用することにより，教員等が学びの成果を

振り返り，⾃らの成⻑を実感したり，可視化された研修履歴を基に，さらに伸ばしていきたい

分野・領域や新たに研鑽を積みたい分野・領域を見出したりすることができ，主体的・自律的

な目標設定やキャリア形成につながることを期待するものです。

加えて，研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励においては，「教員等が今後どの分野の

学びを深めるべきか」「学校（園）で果たすべき役割に応じてどのような学びが必要か」等に

ついて，指導助言者による効果的な指導助言等を行うものです。

（２）研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励の内容・方法等について

教育公務員特例法に基づく，新たな研修制度における「研修履歴の記録」および当該記録を

活用して行う「対話に基づく受講奨励」の基本的な内容は，次のとおりとします。

① 研修履歴の記録の目的

・研修履歴の記録は，教員等との対話に基づく受講奨励の際に活用することで，教員等が自

らの学びを振り返るとともに，指導助言者が研修の奨励を含む適切な指導助言を行い，効

果的かつ主体的な資質能力向上・能力開発に資することを目的とします。

・研修履歴の記録は，対話に基づく受講奨励のために活用することとし，人事管理等その他

の目的のための活用は行わないこととします。

② 対象となる教員等の範囲

＜県費負担教職員＞（道費負担教職員）

・函館市立学校の校⻑，教頭，主幹教諭，教諭，助教諭，養護教諭，養護助教諭，栄養教諭

および講師とします。なお，臨時的任用教員等は除きます。

＜市費負担教職員＞

・函館市立幼稚園の園⻑，教頭および教諭とします。なお，臨時的任用教員等は除きます。
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③ 研修履歴の記録の範囲等

＜県費負担教職員＞（道費負担教職員）

研修の範囲 記録者 記録内容

１ 道教委が実施する研修

道教委

・研修名
・主催者名
・受講年度
・受講年月日(受講期間)
・研修実施方法

２
国等が実施する研修のうち，道教委が受講

者を集約して推薦等を行うもの

３
大学院修学休業により履修した大学院の課

程等

・大学院・専攻コース名
・休業許可期間・年度

４
道教委が開設した免許法認定講習または認

定通信教育による単位の修得

・講習名・科目名
・免許状の種類
・単位修得年度
・修得単位数

５ 函館市教育委員会が実施する研修（※１） 市教委 ・研修名
・主催者名
・受講年度
・研修年月日(受講期間)
・研修実施方法

６
１〜５以外で，記録が必要と受講者本人が

認めるもの（※２）
受講者本人

＜市費負担教職員＞

研修の範囲 記録者 記録内容

１ 函館市教育委員会が実施する研修（※１）

市教委

・研修名
・主催者名
・受講年度
・受講年月日（受講期間）
・研修実施方法

２

国等や道教委が実施する研修のうち，函館

市教育委員会が受講者を集約して推薦等を

行うもの

３
大学院修学休業により履修した大学院の課

程等

・大学院・専攻コース名
・休業許可期間・年度

４ 道教委が実施する法定研修等 道教委 ・研修名
・主催者名
・受講年度
・受講年月日（受講期間）
・研修実施方法

５
１〜４以外で，記録が必要と受講者本人が

認めるもの（※２）
受講者本人

※１ 函館市教職員研修計画に示す研修および協議会

※２ 校（園）内研修や各地域の教育研修センター等主催の研修，教育研究団体主催の研究大

会・研修会，教員等が自主的に受講する国や大学等の研修とします（記録対象とする研修

は，資質能力の向上を目的に実施されるものとし，事実上の情報提供や説明会にとどまる

ものは対象としません。）

④ 研修履歴の記録の方法

ア 記録媒体

・道教委が提供する共通様式による電子ファイルにより記録します。
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イ 記録対象の研修実施時期

・令和５年（2023 年）４月１日以降の研修受講を対象とします。

・ただし，教職生涯を通じた資質能力の向上を図る観点から，教員等の入職から現在まで

の研修履歴の記録を保存しておくことが望ましく，令和５年（2023 年）３月までの研

修履歴は，記録が必要と教員等本人が判断するものについて，可能な範囲で自己申告に

より記録を行うこととします。

ウ 任命権者を異にする異動のあった者の研修履歴記録の取扱い

・他の任命権者から異動または採用された者の令和５年（2023 年）４月１日以降の研修

履歴記録については，現在の任命権者が，可能な限り，他の任命権者や校（園）⻑・教

員本人から情報を得るなどして記録を作成します。

⑤ 研修履歴記録の取扱い等

ア 各記録者等が当面行うこと

＜道教委＞

・年２回（前期８月・後期２月），道教委が記録者となっている研修履歴記録を，函館市

教育委員会に提供します。

＜函館市教育委員会＞

・道教委から研修履歴記録の送付があった際，当該記録と市教委記録の研修履歴記録の

双方を所管する学校（園）に提供します。

・受講奨励に関わる対話後に函館市立の学校から送付された研修履歴記録を，市教委作

成の研修履歴記録とともに道教委に提供します。

＜受講者本人＞

・教員等については，受講奨励に関わる対話の機会までに，受講者本人が記録者となって

いる研修履歴記録を作成し，指導助言者に提供します。

＜学校（園）＞

・函館市立の学校（園）は，受講奨励に関わる対話後に，所属職員の研修履歴記録（受講

者本人記録分）を市教委に提供します。

イ 個人情報の取扱い

・研修履歴の記録は，その対象となる教員等に係る個人情報に該当することから，個人情

報の保護に関する法律等のほか，函館市において定める関係規定等に基づき適正に取り

扱うこととします。

⑥ 対話に基づく受講奨励の進め方

【校（園）⻑以外の教員等への対話に基づく受講奨励】

ア 受講奨励を行う指導助言者

・受講奨励を行う指導助言者は，その直接の指揮監督に服し，所属教員等の日常の服務監

督を行う校（園）⻑が取り扱うこととします。

・校（園）⻑は，研修履歴等を活用した対話により，教員等の資質向上に関する指導助言

等を行います。
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・学校（園）の状況等に応じ，適切な権限委任の下，役割分担・対象教員の範囲などにつ

いて，教員等との共通認識・共通理解を図った上で，教頭または主幹教諭に受講奨励の

一部を担わせることができます。

・ただし，学校管理職以外の者に対話による受講奨励の一部を担わせる場合は，個人情報

が含まれる研修履歴記録を活用しないこととします。

イ 受講奨励の進め方

＜指導助言者の役割＞

・「北海道における教員育成指標」や「北海道教職員研修計画」を踏まえ，学校（園）の教

育目標や学校経営の重点等を達成するために必要な専門性・能力を確保する観点から，

研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励を行います。

・当該年度の繁忙状況等を考慮し，教員個人の校外研修の参加状況，ＯＪＴや校（園）内

研修等の実施状況を踏まえ，研修履歴を振り返りながら，今後の資質向上のための指導

助言等を行います。

＜教員の役割＞

・学校（園）を支える力を習得・強化する観点から，自らの専門性を高めるための目標を

設定するなど，主体的な学びのマネジメントに努めます。

・研修履歴を活用し，校（園）外研修やＯＪＴ，校（園）内研修などの学びの成果や自ら

の成⻑の実感，今後の課題などを振り返ります。

ウ 受講奨励に当たっての留意点

・受講奨励は，人事評価に関わる期首面談や期末面談の機会などを活用して行うことを基

本とします。

・受講奨励は，定型的な面談のほか，様々な機会をとらえて効果的・効率的に行うように

してください。

・養護教諭や栄養教諭などの少数配置の教員等や校⻑の専⾨外の教科担当教員等の受講

奨励に当たっては，近隣校や函館市教育委員会，道教委，教育関係団体との連携協力体

制の構築により，指導助言等の充実に努めるようにしてください。

・受講奨励に当たっては，教員等の意欲や主体性を尊重するとともに，組織として総合的

に機能を発揮する観点と教員等個人の人材育成を図る観点の調和のとれた資質能力の

向上に努めるようにしてください。

・受講奨励は，人事評価制度との趣旨の違いに留意して行うようにしてください。

・地方公務員法の規定による人事評価は，「校⻑等の管理職が，日常の職務行動の観察で

得られた情報などを総合的に踏まえ，期末面談等の機会に各教員等が発揮した能力や挙

げた業績を確認したうえで，評価が実施されるものであること」を踏まえ，研修履歴や

研修量の多寡そのものが人事評価に直接反映されるものではないことに留意してくだ

さい。

・研修を行った結果として各教員等が発揮した能力や挙げた業績については，人事評価の

対象として評価することができます。
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【校（園）⻑への対話に基づく受講奨励】

ア 受講奨励を行う指導助言者

・函館市立学校（園）の校（園）⻑については，服務監督権者である函館市教育委員会が受

講奨励を行うものとし，指導助言者は，函館市教育委員会教育⻑または事務局職員の中か

ら函館市教育委員会が定めます。

イ 受講奨励の進め方

＜指導助言者の役割＞

・「北海道における教員育成指標」や「北海道教職員研修計画」を踏まえ，校務をつかさど

り，所属職員を監督する校（園）⻑に必要な「学校経営⽅針の提⽰」「組織づくり」「学校

外とのコミュニケーション」の観点から，研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励を行

います。

・特に，今後，校（園）⻑に求められる資質能⼒として⼈材育成が⼤きな柱となることから，

所属職員への対話に基づく受講奨励の主体としての役割や具体的な人材育成手法につい

て，個々の校（園）⻑の経験，適性等に応じた体系的・計画的な支援を行います。

・校（園）⻑職に採⽤される前の研修履歴なども考慮した上で，受講奨励を行います。

＜校（園）⻑の役割＞

・学校（園）経営の最高責任者としての資質能力を習得・強化する観点から，自らの学校（園）

経営力を高めるための目標を設定するなど，主体的な学びのマネジメントに努めます。

・研修履歴を活用し，域内のネットワークを活用した校（園）⻑同⼠の学び合いや外部の有

識者からの学びの成果や⾃らの成⻑の実感，今後の課題などを振り返ります。

ウ 受講奨励に当たっての留意点

・函館市⽴学校（園）の校（園）⻑の受講奨励については，函館市教育委員会学校教育部学

校教育指導監が学校（園）経営指導訪問の機会に行うことを基本とします。

⑦ 学校（園）の組織的・日常的な学びの記録と教員同士の対話に基づく受講奨励

ア 学校（園）の組織的・日常的な学びの記録

・③の研修履歴の記録の範囲等に係る研修の記録とは別に，校（園）内研修等の学校の組

織的・日常的な学びを積極的に記録し，蓄積された記録を振り返ることにより，学校（園）

の組織的な研修の方針・内容等を明確にしていくことも大切です。

・記録の蓄積に当たっては，記録が過度な負担になったり，記録自体が目的化したりしな

いよう留意する必要があります。

イ 教員同士の対話に基づく受講奨励

・教員同士の学び合い文化を醸成する観点から，学校管理職のほか，ベテラン教員やミド

ルリーダー，初任段階教員など様々な立場の教員等が連携・協働し，互いに受講奨励を

行うことも大切です。

・教員同士の受講奨励に当たっては，日常的な短い対話の機会や学年・校務分掌の打合せ

など，各学校（園）の実情等に応じた様々な機会を活用することが効果的です。



- 9 -

（３）令和 5年度における受講奨励の年間スケジュールについて

期間 道教委 函館市教委
各学校（園）

備考
学校管理職 教員等

前

期

４月

５月

６月

７月

８月

９月

後

期

10〜

1 月

２月

３月

①「新たな研修制
度」の通知・関

係資料の送付

②各学校に「新た
な研修制度」お
よび「函館市教

職員研修計画」
について周知

③教員に，校内研

修等を通じて
「新たな研修
制度」について

周知

④期首面談等の場を活用した対話（教員）
・高めたい資質能力の共有
・研修受講の見通し，目標設定 等

経営訪問の機会を活用した対話
（校（園）長）

⑥教員との日常
的な対話・受
講奨励

⑤教員との日常
的な対話・受

講奨励

【主な教員研修】

・道教委実施研修

・市教委実施研修

・校内研修

・自己研鑽 等

⑦自己研鑽の記

録・管理職へ
の報告

⑩所属教員の研

修記録のとり
まとめ

⑧道教委が記録

する研修履歴
記録の学校へ
の送付

⑨函館市教委が

記録する研修
記 録 の 学 校
（園）への送付

⑪期首・期末面談等の場を活用した対話
（教員）

・研修成果・今後の研修受講について

⑫教員の研修記
録の函館市教

委への報告

⑬学校から報告
のあった研修
受講記録を道

教委へ送付

函館市教委による

校長との対話

⑭各学校の研修記

録の確認

⑮対話を踏まえ
た研修受講

⑯教員との日常
的な対話・受
講奨励

⑱道教委が記録
する研修履歴

記録の学校へ
の送付

⑲函館市教委が

記録する研修
記 録 の 学 校
（園）への送付

㉓学校から報告
のあった研修
受講記録を道

教委へ送付

函館市教委による

校長との対話

㉔各学校の研修記
録の確認

⑳所属教員の研修記
録のとりまとめ

⑰自己研鑽の記録・
管理職への報告

㉑期首・期末面談等の場を活用した対話
（教員）

・研修成果・今後の研修受講について
経営訪問の機会を活用した対話

（校（園）長）

㉕学びの自覚化，
今後の研修受講
の見通し

㉒教員の研修記

録の函館市教
委への報告

期首・期末面談等の

場を活用した教員と

管理職による対話の

効果的な実施につい

ては，道教委におけ

る「令和 5年度北海

道教職員研修計画」

「手引・Q＆A」を

参照してください。

【道教委が記録】

・道教委実施研修
・道教委が受講者
を集約し推薦す

る国等が実施す
る研修

・大学院修学休業

により履修した
大学院の課程等

・道教委が開設し

た免許法認定講
習等

【市教委が記録】
・「函館市教職員研
修計画」で実施

する研修

【教員が記録】

・上記以外の自己
研鑽等の研修
（任意）
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２ 研修事業の概要

（１）本年度の研修について

本市の教職員研修は，函館市教育振興基本計画に掲げる「函館の教育がめざす人間像」の実

現に向け，学校における指導体制等の充実を図るための具体的な手立てとして，教職員の資質

向上を目指し，本年度の研修内容の一層の充実を図ります。

教育公務員特例法等で義務付けられている「基本研修」（道教委と共催）をはじめとして，各

教科等の専門性の向上を図る「専門研修」，教育課程や校内研究等の各学校の取組の充実を図る

「担当者研修」や「研究協議会」等，教職員の職務やキャリアステージ等に応じた研修を実施

します。

（２）研修のねらい

令和４年 12 月に中央教育審議会が取りまとめた「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養

成・採⽤・研修等の在り⽅について〜『新たな教師の学びの姿』の実現と，多様な専⾨性を有

する質の⾼い教職員集団の形成〜」においては，「令和の日本型教育」を担う教職員集団のある

べき姿が示されました。その中で，教職員は，技術の発達や新たなニーズなど学校教育を取り

巻く環境の変化を前向きに受け止め，教職生涯を通じて探究心を持ちつつ自律的かつ継続的に

新しい知識・技能を学び続け，子ども一人一人の学びを最大限に引き出すとともに，子どもの

主体的な学びを支援する伴走者としての役割が期待されています。

このことを踏まえ，函館市南北海道教育センターでは，各学校において多様な専門性を有す

る質の高い教職員集団の形成に向けた教員研修の充実を図ります。

〈教職員の資質能⼒の向上〉

（１） 教職員のキャリアステージに応じた研修を実施するほか，授業改善，特別支援教育，生徒指

導など，今日的な教育課題に対応した研修を実施します。

（２） 授業公開などを中心とした実践的な研究を通じて教育実践の改善・充実に努めるとともに，

南北海道教育センターにおける事業の充実を図ります。また，優れた教育実践事例について，

学校間で共有を図ります。

（３） 児童生徒への適切な支援を教職員が行ううえで必要となる児童福祉などに関する知識を深め

る機会の充実に努めます。

函館市教育振興基本計画「施策２ 学校における指導体制の充実」より
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「北海道における『求める教師像』」

○ 教育者として，強い使命感・倫理観と，子どもへの深い教育的愛情を，常に持ち続ける教員

【キーとなる資質能力】

・教育的愛情 ・使命感や責任感・倫理観 ・総合的人間力

・教職に対する強い情熱，人権意識 ・主体的に学び続ける姿勢

○ 教育の専門家として，実践的指導力や専門性の向上に，主体的に取り組む教員

【キーとなる資質能力】

・教科等や教職に関する専門的な知識・技能 ・授業力

・「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」への対応力

・「カリキュラム・マネジメント」への対応力 ・「道徳教育の充実」への対応力

・「外国語教育・国際理解教育の充実」への対応力 ・子ども理解力 ・生徒指導，進路指導

・学級経営力 ・ＩＣＴや情報，教育データを利活用する力

○ 学校づくりを担う一員として，地域等とも連携・協働しながら，課題解決に取り組む教員

【キーとなる資質能力】

・学校づくりを担う一員としての自覚と協調性 ・コミュニケーション能力

・組織力，協働的な課題対応，解決能力 ・地域等との連携・協働力

・人材育成に貢献する力

（３）函館市の研修の全体構造

教職員の資質能力の向上を目指して

基本研修は，初任段階教員研修から管理職研修に至る教職経験や職能に応じた研修です。

① 初任段階教員研修

・新採用１年次から５年次に至る初任段階教員として必要な次の資質能力の育成・向上を目指し，

学習指導，生徒指導等に関する基本的な事項について研修をします。

・研修については，北海道教育委員会との共催です。

対 象 研 修 名

悉 皆

・初任段階教員研修 ・新任教頭研修会

・中堅教諭等資質向上研修 ・新任主幹教諭研修会

・新任校⻑研修会 ・学校運営研修会

【重点的に育成・向上を目指す資質能力】

・「使命感や責任感・倫理観」「教育的愛情」 ・「コミュニケーション能力」

・「子ども理解力」「実践的指導力」（「授業力」「生徒指導力・進路指導力」）

■ 基本研修（道教委と共催）
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② 中堅教諭等資質向上研修

・中堅教諭として必要な資質能力の育成・向上を目指し，学習指導や生徒指導，新たな教育課題へ

の対応等に関する事項について研修をします。

・対象は，教職経験１０年に達した教員を原則として，教職経験８年または９年に達した教員のう

ち所属⻑が適当と認めた教員とします。

・研修については，北海道教育委員会との共催です。

③ 新任校⻑研修会

・校⻑として必要な資質能⼒の育成・向上を⽬指し，組織マネジメント，教職員の時間管理や健康

安全管理等をはじめとしたマネジメントおよび危機管理，人材育成等，学校経営に関する事項に

ついて研修します。

・新任校⻑研修の対象は，新たに採⽤された校⻑とします。

・研修については，北海道教育委員会との共催です。

④ 新任教頭研修会

・教頭として必要な資質能力の育成・向上を目指し，組織マネジメント，教職員の時間管理や健康

安全管理等をはじめとしたマネジメント等に関する事項について研修をします。

・新任教頭研修会の対象は，新たに昇任した教頭とします。

・研修については，北海道教育委員会との共催です。

⑤ 新任主幹教諭研修会

・主幹教諭として必要な資質能力の育成・向上を目指し，組織マネジメント等の学校運営に関する

基本的な事項について研修をします。

・対象は，新たに主幹教諭になった教員とします。

・研修については，北海道教育委員会との共催です。

⑥ 学校運営研修会

・教務主任として必要な資質能力の育成・向上を目指し，教育計画の立案等を含むカリキュラム・

マネジメント等に関する事項について研修をします。

・対象は，新たに教務主任を担当した教員とします。

・研修については，北海道教育委員会との共催です。

【重点的に育成・向上を目指す資質能力】

・「教職に対する強い情熱・人権意識」

・「子ども理解力」「実践的指導力」（「授業力」「学級経営力」）

・「新たな教育課題への対応力」 ・「学校づくりを担う一員としての自覚と協調性」

・「地域等との連携・協働力」
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専門研修は，学校や地域の中核となる教職員の育成に向けて，指導力の向上を目指し，教職員の希

望により選択し受講することができる研修です。

① 管理職研修

・学校管理運営上の諸課題の改善策等についての理解を深めることを目的とし，チームとしての学

校の実現や学校と地域の連携・協働等，様々な教育課題の解決に向けたマネジメント力等を発揮

できる管理職の育成を図ります。

② 授業改善等研修

・授業改善等に関する専門的な知識・技能を身に付け，実践的指導力や専門性の向上を図ります。

③ 課題別研修

・本道および本市の教育課題や，いじめや不登校等の生徒指導上の課題のほか，特別支援教育な

ど，学校が抱える複雑化・多様化した教育課題に対応できるよう，実践的指導力の向上を図りま

す。

担当者研修・協議会は，職務や校内の担当者等を対象とし，職能の重要さを自覚させるとともに，

職務内容や業務推進の責務を十分果たすことができるよう研修内容の充実を図るとともに，学校運営

の中核として活躍できる教職員の育成に取り組みます。また，各学校の優れた教育実践等を学校間で

共有します。

■ 専門研修（函館市独自）

■ 担当者研修・協議会（函館市独自）



- 14 -

（４）開設講座一覧

① 基本研修

研修名 期日 頁 備考

初任段階教員研修 道教委設定 21 北海道教育委員会と共催

中堅教諭等資質向上研修 道教委設定 21 北海道教育委員会と共催

新任校長研修会 道教委設定 21 北海道教育委員会と共催

新任教頭研修会 道教委設定 22 北海道教育委員会と共催

新任主幹教諭研修会 道教委設定 22 北海道教育委員会と共催

学校運営研修会 道教委設定 22 北海道教育委員会と共催

② 専門研修

研修名 期日 頁 備考

管
理
職
研
修

１ 管理職研修Ⅰ
「特別支援教育の充実・推進を図る学校
改善」

７/27 23
函館市小・中学校長会・教頭会研修会と

併催

２ 管理職研修Ⅱ
「ジェンダーや多様な性に配慮した教育
の推進の在り方」

１/10 23
函館市小・中学校長会・教頭会研修会と

併催

授
業
改
善
等
研
修

３ 授業改善Ⅰ
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて
～単元を通した授業づくりの実際～

10/６ 24

４ 授業改善Ⅱ
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて
～学校教育目標の実現に迫る校内研修の充実～

10/31 24

５ 授業改善Ⅲ
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて

～ＩＣＴ活用の実際～
11/７ 24

６ 授業改善Ⅳ
「特別の教科 道徳」の授業づくり
～豊かな心を育む道徳科の授業改善～

７/７ 25 道徳教育推進教師研究協議会と併催

７ ＩＣＴ教育
「各学校のＩＣＴ活用の推進に向けて」
～学習用端末を活用した学習指導の在り方～

６/13 25

課
題
別
研
修

８ 生徒指導Ⅰ
「チーム学校としての生徒指導対応」
～不登校児童生徒への包括的な支援の在り方～

８/２ 26 函館市学校教育相談研究会と共催

９ 生徒指導Ⅱ
「チーム学校としての生徒指導対応」

～「気付き」を促す教育相談～
８/４ 26

スクールカウンセラー連絡協議会と併催

函館市学校教育相談研究会と共催

10 生徒指導Ⅲ
「チーム学校としての生徒指導対応」
～いじめのとらえ方と予防，児童生徒の居場所づくり～

11/24 26
小・中学校生徒指導研究協議会と併催

函館市学校教育相談研究会と共催
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研修名 期日 頁 備考

課
題
別
研
修

11 特別支援教育Ⅰ
「チーム学校としての特別支援教育」
～特別支援教育における今日的な課題解決に向けて～

７/31 27 特別支援教育支援員研修会と併催

12 特別支援教育Ⅱ
「チーム学校としての特別支援教育」

～組織的な特別支援教育の在り方～
８/１ 27

特別支援教育コーディネーター研究協議会,

特別支援学級担当教諭研究協議会と併催

13 特別支援教育Ⅲ
「チーム学校としての特別支援教育」
～特別な教育的支援を必要とする児童生徒への学習指導について～

10/20 27 函館市特別支援教育研究会と共催

③ 担当者研修・協議会

研修名 期日 頁 備考

道徳教育推進教師研究協議会 ７/７ 28 専門研修「授業改善Ⅳ」と併催

小・中学校生徒指導研究協議会 11/24 28
専門研修「生徒指導Ⅲ」と併催

函館市学校教育相談研究会と共催

養護教諭研究協議会 １/11 28

特別支援教育コーディネーター研究協議会 ８/１ 29 専門研修「特別支援教育Ⅱ」と併催

特別支援学級担当教諭研究協議会 ８/１ 29 専門研修「特別支援教育Ⅱ」と併催

特別支援教育支援員研修会 ７/31 29
専門研修「特別支援教育Ⅰ」と併催

函館市教育相談研究会と共催

スクールカウンセラー連絡協議会 ８/４ 30 専門研修「生徒指導Ⅱ」と併催

小・中学校教務担当者研究協議会 ７/28 30

小・中学校教育課程研究協議会 １/９ 30 北海道教育大学函館校教職大学院と共催

通級指導教室担当者研究協議会 ８/３ 31

ＷＩＳＣ－Ⅴ実技研修会Ⅰ ８/７ 31

ＷＩＳＣ－Ⅴ実技研修会Ⅱ ８/18 31

ＷＩＳＣ－Ⅴ実技研修会Ⅲ １/12 31

幼保小連携推進協議会 ７/26 31
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（５）研修カレンダー ※ A:午前開催 B:午後開催 Ｃ:終日開催

４月 ５月 ６月

日曜 開催研修名 日曜 開催研修名 日 曜 開催研修名

1 土 1 月 1 木

2 日 2 火 2 金

3 月 3 水 3 土

4 火 4 木 4 日

5 水 5 金 5 月

6 木 6 土 6 火

7 金 7 日 7 水

8 土 8 月 8 木

9 日 9 火 9 金 第１次受付申込締切

10月 10水 10 土

11火 11木 11 日

12水 12金 12 月

13木 13土 13 火 B:ＩＣＴ教育

14金 14日 14 水

15土 15月 15 木

16日 16火 16 金

17月 17水 17 土

18火 18木 18 日

19水 19金 19 月

20木 20土 20 火

21金 21日 21 水

22土 22月 22 木

23日 23火 23 金 第１次受付通知送付日

24月 24水 24 土

25火 25木 25 日

26水 26金 26 月

27木 27土 27 火

28金 28日 28 水

29土 29月 29 木

30日 30火 30 金

31水

5/18（木）初任研１年次Ⅰ期 6/12（月）初任研１年次Ⅰ期
6/22（木）学校運営研修会
6/30（金）道生徒指導研究協議会
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※ A:午前開催 B:午後開催 Ｃ:終日開催

７月 ８月 ９月

日曜 開催研修名 日曜 開催研修名 日 曜 開催研修名

1 土 1 火
C:特別支援教育Ⅱ

A:特別支援ＣＯ研究協議会
B特別支援学級担当教諭研究協議会

1 金

2 日 2 水 B:生徒指導Ⅰ 2 土

3 月 3 木 B:通級指導教室担当者研究協議会 3 日

4 火 4 金
B:生徒指導Ⅱ

函館市ＳＣ連絡協議会
4 月

5 水 5 土 5 火

6 木 6 日 6 水

7 金
B:授業改善Ⅳ

道徳教育推進教師研究協議会
7 月 C:ＷＩＳＣ-Ⅴ実技研修会Ⅰ 7 木

8 土 8 火 8 金

9 日 9 水 9 土

10月 10木 10 日

11火 11金 11 月

12水 12土 12 火

13木 13日 13 水

14金 14月 14 木

15土 15火 15 金

16日 16水 16 土

17月 17木 17 日

18火 18金 C:ＷＩＳＣ-Ⅴ実技研修会Ⅱ 18 月

19水 19土 19 火

20木 20日 20 水

21金 21月 21 木

22土 22火 22 金

23日 23水 23 土

24月 24木 24 日

25火 25金 25 月

26水 B:幼保小連携推進協議会 26土 26 火

27木 B:管理職研修Ⅰ 27日 27 水

28金 B:小・中学校教務担当者研究協議会 28月 28 木

29土 29火 29 金

30日 30水 30 土

31月
B:特別支援教育Ⅰ

特別支援教育支援員研修会
31木

9/8（金）初任研３年次
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※ A:午前開催 B:午後開催 Ｃ:終日開催

１０月 １１月 １月

日曜 開催研修名 日曜 開催研修名 日 曜 開催研修名

1 日 1 水 1 月

2 月 2 木 2 火

3 火 3 金 3 水

4 水 4 土 4 木

5 木 5 日 5 金

6 金 B:授業改善Ⅰ 6 月 6 土

7 土 7 火 B:授業改善Ⅲ 7 日

8 日 8 水 8 月

9 月 9 木 9 火 B:小・中学校教育課程研究協議会

10火 10金 10 水 B:管理職研修Ⅱ

11水 11土 11 木 B:養護教諭研究協議会

12木 12日 12 金 C:ＷＩＳＣ-Ⅴ実技研修会Ⅲ

13金 13月 13 土

14土 14火 14 日

15日 15水 15 月

16月 16木 16 火

17火 17金 17 水

18水 18土 18 木

19木 19日 19 金

20金 B:特別支援教育Ⅲ 20月 20 土

21土 21火 21 日

22日 22水 22 月

23月 23木 23 火

24火 24金
B:生徒指導Ⅲ

小・中学校生徒指導研究協議会
24 水

25水 25土 25 木

26木 26日 26 金

27金 27月 27 土

28土 28火 28 日

29日 29水 29 月

30月 30木 30 火

31火 B:授業改善Ⅱ 31 水

10/31（火）初任研１年次Ⅱ期 11/21（火）初任研４年次
11/29（⽔）〜30（木）中堅研
【12月】
12/1 （金）初任研１年次Ⅱ期
12/12（火）初任研５年次
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（６）研修の参加申込について

各研修の受講申込方法は，次のとおりです。

研修名 形式 受講申込方法等

基
本
研
修

○ 初任段階教員研修（1年次〜５年次） 道教委
教育センターから対象者

勤務校および対象者に通知

します。

北海道教育委員会との共

催です。

○ 中堅教諭等資質向上研修 道教委

○ 学校運営研修会 道教委

○ 新任校⻑研修会 道教委

○ 新任教頭研修会 道教委

○ 新任主幹教諭研修会 道教委

専
門
研
修

管
理
職
研
修

講座１ 管理職研修Ⅰ

「特別支援教育の充実・推進を図る学校改善」
集合

申込制

講座２ 管理職研修Ⅱ

「ジェンダーや多様な性に配慮した教育の推進の在り方」
集合

授
業
改
善
等
研
修

講座３ 授業改善Ⅰ

「単元を通した授業づくりの実際」
集・遠

講座４ 授業改善Ⅱ

「学校教育目標の実現に迫る校内研修の充実」
集・遠

講座５ 授業改善Ⅲ

「ＩＣＴ活用の実際」
集・遠

講座６ 授業改善Ⅳ

「豊かな心を育む道徳科の授業改善」
集・遠

講座７ ICT教育

「学習用端末を活用した学習指導の在り方」
集合

課
題
別
研
修

講座８ 生徒指導Ⅰ

「不登校児童生徒への包括的な支援の在り方」
遠隔

講座９ 生徒指導Ⅱ

「「気付き」を促す教育相談」
集合

講座 10 生徒指導Ⅲ

「いじめのとらえ方と予防，児童生徒の居場所づくり」
集合

講座 11 特別支援教育Ⅰ

「特別支援教育における今日的な課題解決に向けて」
集合

講座 12 特別支援教育Ⅱ（午前）

「特別支援教育コーディネーターに求められる役割」
集合

講座 12 特別支援教育Ⅱ（午後）

「特別支援学級担当教諭等に求められる役割」
集合

講座 13 特別支援教育Ⅲ

「特別な教育的支援を必要とする児童生徒への学習指導について」
集合



- 20 -

研修名 形式 受講申込方法等

担
当
者
研
修
・
協
議
会

○ 道徳教育推進教師研究協議会 集・遠
対象者等については別途

御案内します。

○ 小・中学校生徒指導研究協議会 集合

○ 養護教諭研究協議会 集合

○ 特別支援教育コーディネーター研究協議会 集合

○ 特別支援学級担当教諭研究協議会 集合

○ 特別支援教育支援員研修会 集合

○ 函館市スクールカウンセラー連絡協議会 集合

○ 小・中学校教務担当者研究協議会 集合

○ 小・中学校教育課程研究協議会 集合

○ 通級指導教室担当者研究協議会 遠隔

○ ＷＩＳＣ−Ⅴ実技研修会Ⅰ 集合
申込制

○ ＷＩＳＣ−Ⅴ実技研修会Ⅱ 集合

○ ＷＩＳＣ−Ⅴ実技研修会Ⅲ 集合

○ 幼保小連携推進協議会 集合

※ 形式について変更になる場合は，その都度お知らせします。

【研修受講に当たって】

○ 受講する際は，必ず事前に研修日時，開催場所等を御確認ください。

○ 集合型による研修の受講の際は，必要に応じて上履等を御持参ください。

○ 受付は，原則として各研修開始時間の１５分前から行います。

○ 集合型による研修の際の駐車場は，必ず，指定の場所を御利用ください。

○ 研修内容等についてのお問い合わせは，南北海道教育センターまでお願いします。
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３ 基本研修

期 日 研 修 内 容

道教委で設定
北海道教育委員会主催の研修会に参加

※ 詳細については，対象者にあらためて通知します。

期 日 研 修 内 容

道教委で設定
北海道教育委員会主催の研修会に参加

※ 詳細については，対象者にあらためて通知します。

期 日 研 修 内 容

道教委で設定
北海道教育委員会主催の研修会に参加

※ 詳細については，対象者にあらためて通知します。

（１） 初任段階教員研修

（２） 中堅教諭等資質向上研修

採用の日から５年間，初任段階の教諭の職務遂行に必要な事項に関する実務的・実践的な内容について，各

年次で設定した重点に基づき研修を行うなど，指導力等の向上を図ります。

在職期間が１０年程度に達した教諭に対し，教科指導，生徒指導等に関する事項や，様々な教育課

題について，個々の能力，適性等に応じた研修を行い，指導力の向上とともに，中堅教員として求め

られる資質・能力の向上を図ります。

（３） 新任校⻑研修会

新任の⼩学校および中学校の校⻑に対し，学校の経営者として必要な管理運営や基本的事項等に

ついて研修し，校⻑としての資質向上を図ります。
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期 日 研 修 内 容

道教委で設定
北海道教育委員会主催の研修会に参加

※ 詳細については，対象者にあらためて通知します。

期 日 研 修 内 容

道教委で設定
北海道教育委員会主催の研修会に参加

※ 詳細については，対象者にあらためて通知します。

期 日 研 修 内 容

道教委で設定
北海道教育委員会主催の研修会に参加

※ 詳細については，対象者にあらためて通知します。

（４） 新任教頭研修会

新任の小学校および中学校の教頭に対し，学校を活性化するために必要な管理運営や財務会計

に関する基本的事項等について研修し，教頭としての資質向上を図ります。

（５） 新任主幹教諭研修会

新任の主幹教諭に対し，主幹教諭としての役割や業務の内容等についての理解を深め，配置校に

おける校⻑を中⼼としたマネジメント機能の⼀層の向上を図ります。

（６） 学校運営研修会

新任教務主任のほか，教務・研修を推進する教諭に対し，教育計画の立案・実施，時間割の総合的

調整，教科書・教材等の取扱い等教務に関する事項について研修を行い，学校教育活動推進の中核

となる教員としての資質能力の向上を図ります。
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４ 専門研修

講座１ 管理職研修Ⅰ

目的：学校全体で子ども一人一人の教育的ニーズに応えることができるよう，連続性のある多様な学

び場の一層の充実・体制整備の充実・推進の在り方について理解を深めます。

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

7/27

（木）

集合

午

後

会場：函館市海洋センター

【講義・演習】※

「特別支援教育の充実・推進を図る学校改善」

〜子ども一人一人の教育的ニーズに応

じた適切な指導や必要な支援の充実・

推進にむけて〜

北海道教育大学函館校

教授 北 村 博 幸 氏

１３：３０〜

１６：００

※ 函館市公立小・中学校⻑会・教頭会研修会と併催です。

講座２ 管理職研修Ⅱ

目的：ジェンダーや多様な性に配慮した教育の推進の在り方について理解を深めます。

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

１/10

（水）

集合

午

後

会場：函館市海洋センター

【講義・演習】※

「ジェンダーや多様な性に配慮した教

育の推進の在り方」

〜⼦ども⼀⼈⼀⼈の教育的ニーズに応

じた適切な指導や必要な支援の充実・

推進にむけて〜

北海道教育大学函館校

教授 木 村 育 恵 氏

１３：３０〜

１６：００

※ 函館市公⽴⼩・中学校⻑会・教頭会研修会と併催です。

（１） 管理職研修
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講座３ 授業改善Ⅰ

目的：単元を通した授業づくりの実際について理解を深めます。

期 日 研 修 内 容 講師・公開授業者 時 刻

10/６

（金）

集合

遠隔

午

後

会場：函館市立北美原小学校および⻲⽥交流プラザ（予定）

【公開授業・講義・演習・協議等】

「「主体的・対話的で深い学び」の実現

に向けて」

〜単元を通した授業づくりの実際〜

京都大学

准教授 石 井 英 真 氏

函館市立北美原小学校

教諭 森 紗 織 氏

１３：００〜

１６：００

講座４ 授業改善Ⅱ

目的：学校教育目標の実現に迫る校内研修の充実に向けて理解を深めます。

期 日 研 修 内 容 講師・公開授業者 時 刻

10/31

（火）

集合

遠隔

午

後

会場：函館市⽴⻘柳⼩学校および函館市海洋センター

【公開授業・講義・演習・協議等】

「「主体的・対話的で深い学び」の実現

に向けて」

〜学校教育⽬標の実現に迫る校内研修の充実〜

北海道教育大学函館校

准教授 山 口 好 和 氏

函館市⽴⻘柳⼩学校

教諭 天 内 美賀子 氏

１３：００〜

１６：００

講座５ 授業改善Ⅲ

目的：ＩＣＴ活用を図り，基礎的・基本的な知識・技能や言語能力，情報活用能力，問題発見・解決

能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成するよう，指導力の向上を図ります。

期 日 研 修 内 容 講師・公開授業者 時 刻

11/７

（火）

集合

遠隔

午

後

会場：函館市立深堀中学校および函館市南北海道教育センター

【公開授業・講義・演習・協議等】

「「主体的・対話的で深い学び」の実現

に向けて」

〜ＩＣＴ活用の実際〜

東北学院大学

教授 稲 垣 忠 氏

函館市立深堀中学校

教諭 小 林 元 基 氏

１３：００〜

１６：００

（２） 授業改善等研修
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講座６ 授業改善Ⅳ

目的：道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を多面的・多角的に考え，自己の生

き方についての考えを深める学習を通して，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てる

よう，指導力の向上を図ります。

期 日 研 修 内 容 講師・公開授業者 時 刻

７/７

（金）

集合

遠隔

午

後

会場：函館市⽴⻲⽥中学校

【公開授業・講義・演習・協議等】※

「「特別の教科 道徳」の授業づくり」

〜豊かな⼼を育む道徳科の授業改善〜

十文字学園女子大学

教授 浅 見 哲 也 氏

函館市⽴⻲⽥中学校

教諭 川 合 園 子 氏

教諭 中 鉢 悠 斗 氏

教諭 荒 関 俊 太 氏

１３：００〜

１６：００

※ 道徳教育推進教師研究協議会との併催です。

講座７ ＩＣＴ教育

目的：基礎的・基本的な知識・技能や言語能力，情報活用能力，問題発見・解決能力等の学習の基盤

となる資質・能力を育成するためのＩＣＴ活用について理解を深めます。

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

６/13

（火）

集合

午

後

会場：函館市海洋センター

【講義・演習・協議等】

「各学校のＩＣＴ活用の推進に向け

て」

〜学習用端末を活用した学習指導の在り方〜

公立千歳科学技術大学

教授 小松川 浩 氏

１３：３０〜

１６：００
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講座９ 生徒指導Ⅱ

目的：児童生徒理解・教育相談の在り方について理解を深め，指導力の向上を図ります。

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

８/４

（金）

集合

午

後

会場：函館市海洋センター

【講義・演習】※

「チーム学校としての生徒指導対応」

〜「気付き」を促す教育相談〜

北翔大学

准教授 新 川 貴 紀 氏

１３：３０〜

１６：００

※ スクールカウンセラー連絡協議会と併催および函館市学校教育相談研究会と共催です。

講座１０ 生徒指導Ⅲ

目的： いじめの早期発見・早期対応について理解を深め，指導力の向上を図ります。

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

11/24

（金）

集合

午

後

会場：函館市海洋センター

【講義・シンポジウム】※

「チーム学校としての生徒指導対応」

〜いじめのとらえ⽅と予防，児童⽣徒の

居場所づくり〜

関⻄外国語⼤学

教授 新 井 肇 氏

１３：３０〜

１６：００

※ 小・中学校生徒指導研究協議会と併催および函館市学校教育相談研究会と共催です。

講座８ 生徒指導Ⅰ

目的：不登校児童生徒への支援について理解を深め，指導力の向上を図ります。

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

８/２

（水）

遠隔

午

後

会場：函館市海洋センター

【講義・演習】※

「チーム学校としての生徒指導対応」

〜不登校児童生徒への包括的な支援の

在り⽅〜

奈良女子大学

教授 伊 藤 美奈子 氏

１３：３０〜

１６：００

※ 函館市学校教育相談研究会と共催です。

（３） 課題別研修
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講座１１ 特別支援教育Ⅰ

目的：特別支援教育における効果的な指導の在り方について理解を深めます。

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

７/31

（月）

集合

午

後

会場：函館市海洋センター

【講義・演習・協議】※

「チーム学校としての特別支援教育」

〜特別⽀援教育における今⽇的な課題解

決に向けて〜

北海道教育大学函館校

教授 細 谷 一 博 氏

１３：３０〜

１６：００

※ 特別支援教育支援員研修会との併催です。

講座１２ 特別支援教育Ⅱ

目的：特別支援教育コーディネーターや特別支援学級担当教諭等に求められる役割について理解を深

めます。

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

８/１

（火）

集合

午

前

会場：函館市海洋センター

【講義・演習】※１

「チーム学校としての特別支援教育」

〜特別⽀援教育コーディネーターに求

められる役割〜

弘前大学

教授 菊 地 一 文 氏

９：３０〜

１２：００

昼食・休憩

午

後

【講義・演習】※２

「チーム学校としての特別支援教育」

〜特別⽀援学級担当教諭等に求められ

る役割〜

弘前大学

教授 菊 地 一 文 氏

１３：００〜

１５：３０

※１ 午前は特別支援教育コーディネーター研究協議会と併催です。

※２ 午後は特別支援学級担当教諭研究協議会と併催です。

講座１３ 特別支援教育Ⅲ

目的：通常の学級における特別な教育的支援を必要とする児童生徒への学習指導について理解を深め

ます。

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

10/20

（金）

集合

午

後

会場：函館市海洋センター

【講義・演習】※

「特別な教育的支援を必要とする児童

生徒への学習指導について」

【協議】※

「児童生徒の実態を踏まえた授業づくり」

北海道教育大学函館校

教授 五十嵐 靖 夫 氏

１３：３０〜

１６：００

※ 函館特別支援教育研究会と共催です。
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５ 担当者研修・協議会

目 的 道徳科の指導の在り方について理解を深め，指導力の向上を図ります。

対象者 函館市立小・中学校の道徳教育推進教師

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

７/７

（金）

集合

遠隔

午

後

会場：函館市立⻲⽥中学校

「「特別の教科 道徳」の授業づくり」

〜豊かな⼼を育む道徳科の授業改善〜

十文字学園女子大学

教授 浅 見 哲 也 氏

函館市⽴⻲⽥中学校

教諭 川 合 園 子 氏

教諭 中 鉢 悠 斗 氏

教諭 荒 関 俊 太 氏

１３：００〜

１６：００

※ 専門研修「授業改善Ⅳ」との併催です。

目 的 函館市における生徒指導上の課題について，シンポジウムや協議等を通して理解を深め，

指導力の向上を図ります。

対象者 函館市立小学校の生徒指導担当教諭および函館市立中学校の生徒指導主事等

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

11/24

（金）

集合

午

後

会場：函館市海洋センター

【講義・シンポジウム】※

「チーム学校としての生徒指導対応」

〜いじめのとらえ⽅と予防，児童⽣徒の

居場所づくり〜

関⻄外国語⼤学

教授 新 井 肇 氏

１３：３０〜

１６：００

※ 専門研修「生徒指導Ⅲ」と併催および函館市学校教育相談研究会と共催です。

目 的 養護教諭の職務や子どもへの指導における役割等について理解を深め，指導力の向上を図

ります。

対象者 函館市立小・中学校の養護教諭等

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

１/11

（木）

集合

午

後

会場：函館市海洋センター

【講義・演習】

「養護教諭として子どもに寄り添う教

育相談の在り方について」

北海道情報大学

教授 五 浦 哲 也 氏

１３：３０〜

１６：００

（１） 道徳教育推進教師研究協議会

（２） 小・中学校生徒指導研究協議会

（３） 養護教諭研究協議会
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目 的 特別支援教育コーディネーターに求められる役割や児童生徒への対応の在り方等ついて理解を

深めます。

対象者 函館市立の学校（園）の特別支援教育コーディネーター担当教諭等

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

８/１

（火）

集合

午

前

会場：函館市海洋センター

【講義・演習】※

チーム学校としての特別支援教育

〜特別⽀援教育コーディネーターに求

められる役割〜

弘前大学

教授 菊 地 一 文 氏

９：３０〜

１２：００

※ 専門研修「特別支援教育Ⅱ」と併催です。

目 的 特別支援学級の教育課程編成や交流及び共同学習の在り方等について理解を深めます。

対象者 函館市立小・中学校の特別支援学級担当教諭

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

８/１

（火）

集合

午

後

会場：函館市海洋センター

【講義・演習】※

「チーム学校としての特別支援教育」

〜特別⽀援学級担当教諭等に求められ

る役割〜

弘前大学

教授 菊 地 一 文 氏

１３：００〜

１５：３０

※ 専門研修「特別支援教育Ⅱ」と併催です。

目 的 特別支援教育にかかわる理解を深め，日常の介助やサポートの充実を図ります。

対象者 函館市立小・中学校の特別支援教育支援員

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

７/31

（月）

集合

午

後

会場：函館市海洋センター

【講義・演習・協議】※

「チーム学校としての特別支援教育」

〜特別⽀援教育における今⽇的な課題解

決に向けて〜

北海道教育大学函館校

教授 細 谷 一 博 氏

１３：３０〜

１６：００

※ 専門研修「特別支援教育Ⅰ」と併催です。

（５） 特別支援学級担当教諭研究協議会

（４） 特別支援教育コーディネーター研究協議会

（６） 特別支援教育支援員研修会
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目 的 学校における効果的なカウンセリングの在り方等についての理解を深めます。

対象者 函館市スクールカウンセラー（北海道公立学校スクールカウンセラーおよび函館市小学校スクールカウンセラー）

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

８/４

（金）

集合

午

後

会場：函館市海洋センター

【講義・演習】※

「チーム学校としての生徒指導対応」

〜「気付き」を促す教育相談〜

北翔大学

准教授 新 川 貴 紀 氏

１３：３０〜

１６：００

※ 専門研修「生徒指導Ⅱ」と併催および函館市学校教育相談研究会と共催です。

目 的 教育課程編成の在り方や学校運営についての理解を深めます。

対象者 函館市立小・中学校の教務担当者

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

７/28

（金）

集合

午

後

会場：函館市海洋センター

【説明・演習・協議】

「各学校において求められる教育課程

編成の在り方」

函館市教育委員会

指導主事等

１３：３０〜

１６：００

目 的 各学校における教育課程の編成・実施・評価について理解を深め，教育課程の改善・充実を図ります。

対象者 函館市立の学校の教務または研究担当者等

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

1/９

（火）

集合

午

後

会場：函館市海洋センター

【講義・演習・協議】※

「各学校におけるカリキュラム・マネ

ジメントの実際」

〜「個別最適な学び」および「協働

的な学び」を各学校で推進するに当

たってのカリキュラム・マネジメン

トについて〜

東京学芸大学

教授 高 橋 純 氏

１３：３０〜

１６：００

※ 北海道教育大学函館校教職大学院と共催です。

（８） 小・中学校教務担当者研究協議会

（９） 小・中学校教育課程研究協議会

（７） スクールカウンセラー連絡協議会
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目 的 子どもの自立を目指し，障がいによる困難を改善・克服するため，一人一人の状況に応じ

た指導・支援の在り方等について理解を深めます。

対象者 函館市通級指導教室担当者等

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

８/３

（木）

遠隔

午

後

会場：函館市南北海道教育センター

【講義・演習・協議】

「通級指導教室における指導の充実」

〜一人一人の状況に応じた指導・支援

の在り方〜

東北福祉大学

教授 大 ⻄ 孝 志 氏

１３：３０〜

１６：００

目 的 ＷＩＳＣ−Ⅴについての理解を深め，検査技能の向上を図ります。

対象者 特別支援教育コーディネーター等

期 日 研 修 内 容 講 師 時 刻

８/７（月）

８/18（金）

１/12（金）

集合

終

日

会場：函館市南北海道教育センター

【講義・演習】

「ＷＩＳＣ−Ⅴの実際」 北海道教育大学函館校

特任教授 ⻘ 山 眞 二 氏

９：３０〜

１５：３０

目 的 函館市における幼保小連携の在り方を探るとともに，幼保小連携をより一層深めます。

対象者 保育士，幼稚園教諭，小学校教員等

期 日 研 修 内 容 時 刻

７/26

（水）

集合

午

後

会場：函館市海洋センター

【発表・交流・協議】

「幼保小連携の在り方について」 １３：３０〜

１６：００

（10） 通級指導教室担当者研究協議会

（11） ＷＩＳＣ−Ⅴ実技研修会Ⅰ〜Ⅲ

（12） 幼保小連携推進協議会
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６ 受講申込方法等

□ 専門研修 □

専門研修の受講申込，受講取り消し方法等は，函館市立，道立，国立および渡島管内の学校

（園）共通で，以下のとおりです。

（１）受講申込方法

「函館市南北海道教育センター」のＷｅｂページから「令和５年度 教職員向け研修事業」

を開き，「研修等受講申込書」をダウンロードしてください。必要事項を入力し，教育センタ

ーあてＥメールで送信してください。

【Ｅメールアドレス：nanse@city.hakodate.hokkaido.jp】

※ 教育センターでは，先着順に受付後，Ｅメールで各学校（園）等に「研修等受講決定通知

書」を送信いたします。

（２）受講申込期限

受講申込期限および決定通知の送付予定期日は，下表のとおりです。

区 分 申込締切日月日 決定通知送付日(予定) 備 考

第１次受付 令和５年６月９日（金） 令和５年６月２３日(金)
専門研修「ＩＣＴ教育」は，
別途受講申込みについて
御案内します。

最終受付 各講座実施日の２週間前 各講座実施日の１週間前
別途開催等について御案
内します。

※ 講座によっては会場に定員があり，第１次受付分で定員に達した場合は会場の変更等をする

こともありますので，お早めの申込をお願いします。

※ 上記決定通知送付日（予定）を過ぎても，決定通知が届かない場合，教育センターに御一報ください。

（３）受講の取り消しについて

受講申込後，やむを得ない事情により受講を取り消す場合は「函館市南北海道教育センター」

のＷｅｂページから「研修等受講取消書」をダウンロードしてください。必要事項を入力し，教

育センターあてＥメールで送信してください。

なお，緊急の場合，教育センターに電話で御一報ください。

TEL：０１３８（５７）−８２５１
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（４）研修等受講申込書（見本）

（様式１）

函館市南北海道教育センター研修等受講申込書

年 月 日

函館市南北海道教育センター所長 あて

学校（園）名 ○○立○○小学校

学校(園)長名 △△ △△

下記のとおり，専門研修の受講を申し込みます。

所属コード 所属名 職員番号 職 名 氏 名 研修名 備 考

72XXXX △△小学校 12345X 教 諭 ○ ○ ○ ○ 特別支援教育Ⅰ

72XXXX △△小学校 12345X 教 諭 □ □ □ □ 生徒指導Ⅱ

※ 個人情報が含まれますので，とりまとめ等は管理職が行い，取扱いについて御配意

ください。

※ 函館市立学校（園）以外に所属の方は，職員番号を入力する必要はありません。

（５）研修等受講取消書（見本）

（様式２）

函館市南北海道教育センター研修等受講取消書

年 月 日

函館市南北海道教育センター所長 あて

学校（園）名 ○○立○○中学校

学校(園)長名 △△ △△

下記のとおり，専門研修の受講を取り消します。

所属コード 所属名 職員番号 職 名 氏 名 研修名 備 考

72XXXX ○○中学校 12345X 教 諭 □ □ □ □ 生徒指導Ⅲ

※ 個人情報が含まれますので，とりまとめ等は管理職が行い，取扱いについて御配意

ください。

※ 函館市立学校（園）以外に所属の方は，職員番号を入力する必要はありません。
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第２章 研究事業

１ 研究員構成等

函館市立小・中学校の教諭９名が研究員として3つの部会に分かれ，学校課題の解明に必要な実践的な授

業研究を行います。

部 門 研 究 内 容 研究活動

授業改善

推進部会

〇 「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業

改善および授業公開等を通して，各教科等の授業の

在り方を追究し，函館市の各学校における各教科等

の指導方法の質的向上に資する。

・専門研修「授業改善Ⅰ」で

の授業公開

・授業研究および授業公開を

通しての成果と課題の整理

等

校内研修

推進部会

〇 授業づくりや授業公開等を通して，授業改善を推

進するための校内研修の在り方を追究し，函館市の

各学校における校内研修の質的向上に資する。

・専門研修「授業改善Ⅱ」で

の授業公開

・授業研究および授業公開を

通しての成果と課題の整理

等

ＩＣＴ活用

推進部会

〇 授業づくりや授業公開等を通して，学習用端末を

活用した授業について追究し，函館市のＩＣＴ教育

の普及と充実に資する。

・専門研修「授業改善Ⅲ」で

の授業公開

・授業研究および授業公開を

通しての成果と課題の整理

等

２ 研究成果等について

研究の成果等については，当教育センターの各種研修事業等を通してお伝えする予定です。
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第３章 相談事業

１ 相談の基本的な考え方

○ 教育相談については，子どもと保護者の心に寄り添った個別の相談を実施し，不安や悩みの

軽減に努めます。

○ 発達にかかわる相談については，一人一人の教育的ニーズや実態を踏まえ，支援内容，支援

方法等を検討します。

２ 教育相談

子どもの知能，発達，学習，性格，生活，進路等の問題について，子どもや保護者等からの相談

に応じています。

＜相談例＞

○ 不登校に関すること ○ 学習面に関すること ○ 生活面に関すること

○ 進路に関すること ○ 発達に関すること ○ 就学に関すること 等

（１）面接相談（来所相談）

【面接時間】午前８時４５分〜午後５時３０分（⼟・⽇，祝⽇，年末年始を除く）

【利用方法】相談日を電話予約してください。

電話 （０１３８）５７−８２５１

（２）電話相談

【相談時間】午前８時４５分〜午後５時３０分（⼟・⽇，祝⽇，年末年始を除く）

電話 （０１３８）５７−８２５１

３ 就学相談

子どもの就学等の相談を受けています。一人一人の⼦どもの望ましい成⻑に必要な教育環境

等について，保護者の方と十分に話し合い，必要に応じて子どもの知能検査等を実施します。

〇 面接相談（来所相談）

【⾯接時間】午前９時〜午後３時（土・日，祝日，年末年始を除く）

【利用方法】相談日を函館市のホームページまたは電話で予約してください。

電話 （０１３８）５７−８２５１

４ 教師のためのカウンセリング

指導上の悩み（学級経営，学習指導，生徒指導等）のある教師の希望を受けて，随時相談を行い

ます。

【利用方法】相談日時（土・日，祝日，年末年始を除く午前９時〜午後５時３０分）を電話予

約してください。

電話 （０１３８）５７−８２５１
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５ 「サポートベース函館」について

（１） ねらい

・不登校児童生徒が増加し，その背景や要因，状態が多様化していることから，幅広く受け入

れ，一人一人の状況に即した支援を行い，社会的自立または学校生活への意欲を高める。

（２） 通所対象

・函館市内に在住し，様々な背景や要因，状態により登校できない状況にある児童生徒を対

象とする。

（３） 指導員

・専任指導員３名

・特別支援教育支援員１名

※ 支援員の活動時間は，午前９時 30分から午後２時 30 分までとする。

（４） 運営日時

・月曜日から金曜日まで 午前１０時から午後２時まで ※ 祝日，学校の休業日を除く

（５） 設置場所

・函館市南北海道教育センター内 〒042-0932 函館市湯川町３−３８−３８

℡（０１３８）５７−８２５１（代表）

（６） 支援方針

・不登校児童生徒が，主体的に社会的自立や学校復帰に向かうよう児童生徒自身を見守る。

・不登校のきっかけや継続理由に応じて，その環境づくりのために適切な支援や働きかけを

行う。

（７） 主な活動内容

・自分で計画した自学自習

・学校で配付された学習用端末を使用した学習

・ＡＩドリルを活用した学習（中学生および在籍校がＡＩドリルを導入している小学生）

・遠足，散策などの野外活動

・木工製作などの作品づくり

（８） 訪問指導に関すること

・不登校および不登校傾向の子どもの把握を目的として，スクール・ソーシャル・ワーカーに

よる計画的な学校訪問を実施し，必要に応じてサポートベース函館の利用を働きかける。

（９） 通所の手続き

・南北海道教育センターでの教育相談およびサポートベース函館の見学・体験を通じ保護者お

よび当該児童生徒が通所を希望した場合は，通所申込書（様式１）を在籍校へ提出する。

・通所申込書を受理後，校⻑は，当該児童⽣徒にかかわる下記の書類を南北海道教育センター

に提出する。

＊提出書類…通所申込書（様式１），指導要録の写し，個人調査票の写し
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第４章 その他
１ 施設利用案内

教育センターでは，大会議室，視聴覚教育研修室，中会議室等施設の貸館を下記のとおり行って

います。

（１）使用できる方

○ 函館市および渡島地域の市町の教育関係職員および住⺠

○ 函館市教育委員会が特に認めた者

（２）使用できる部屋

階 室 名 収 容 人 員 の 目 安 等

１ 階
大会議室 ⻑机設置３人掛け最大７５人，机無し最大１２０人

視聴覚教育研修室 ⻑机設置３人掛け最大３６人，机無し最大７０人

２ 階

中会議室１ ⻑机設置３人掛け最大３６人，机無し最大７０人

中会議室２ ⻑机設置３人掛け最大３６人，机無し最大７０人

コンピュータ室 −

資料室 −

３ 階

音楽室 −

第１理科室 −

第２理科室 −

技術実習室 −

（３）使用許可申請

施設の使用を希望する場合は，事前に電話等で空き状況を確認のうえ，函館市南北海道教

育センターのＷｅｂページから「函館市南北海道教育センター使用許可申請書」をダウンロ

ードし，必要事項を入力または記入し，教育センターに E-mail，FAX，または，郵送等で申

請してください。

教育センターで内容を審査し，適当と認めた場合，使用許可書を交付いたします。

【使用許可申請書のダウンロード元】

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp /docs/2015011500164/

【使用許可申請書の送信・送付先】

Ｅ-mail：nanboku-c@city.hakodate.hokkaido.jp

FAX ：（0138）57−6232

郵送 ：〒042-0932 函館市湯川町 3丁目 38番 38 号

※ 次のいずれかに該当するときは使用が認められません。

・ 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

・ 建物，付属設備および備付け物件を損傷するおそれがあるとき。

・ その他教育センターの管理上支障があるとき。
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２ 知能検査用具の貸出

児童生徒の学習・生活の支援や教職員の校内研修等に御活用いただけるよう各種知能検査用具を

貸出いたします。

（１）貸出検査用具

○ Ｋ−ＡＢＣⅡ⼼理・教育アセスメントバッテリー

○ ＤＮ−ＣＡＳ認知評価システム

○ 田中ビネー知能検査Ⅴ

○ ＷＩＳＣ−Ⅲ知能検査

○ ＷＩＳＣ−Ⅳ知能検査

○ ＷＩＳＣ−Ⅴ知能検査

（２）貸出対象者

函館市内および渡島管内の学校，教育機関等

（３）使用目的

○ 発達の遅れ，学習に必要な能力の偏り等，生活・学習で困難さのある子どもの客観的な実

態把握を行い，子どもの得意な力，苦手な力を明らかにして指導・支援の方法を探るため。

（※ 医学的な障がいの有無を診断するためには使用できません。）

○ 教職員の研修のため。

（４）貸出期間

２週間以内（延⻑を希望される⽅はご相談願います。）

（５）貸出申込方法

事前に南北海道教育センターに電話で，用具名，台数，使用期間等を相談のうえ，貸出日当

日に「知能検査用具借受申請書」をセンター事務室に提出願います。

【知能検査用具借受申請書のダウンロード元】

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2015012300114/

３ 図書の貸出

南北海道教育センター所蔵の図書の貸出を行っています。

お気軽に御利用ください。

・貸出を希望される方は，事務室の貸出簿に必要事項をご記入ください。

・貸出期間は２週間です。(延⻑を希望される⽅は，予め電話でご連絡ください。）

・返却されるときは，事務室の返却簿に返却日を記入し，職員にお渡しください。
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■貸出図書の一例（函館市学校教育相談研究会 北林秀男基金から寄贈）

書 籍 名

子どもの場面緘黙サポートガイド

子どもに言えばいいかわからない時に読む本

子どものこころ 大人の心

やってみよう コーチング

特別支援教育すきまスキル

ＳＳＴワークシート思春期

子どものアサーション

知的障害，発達障害のある人の合理的配慮

自閉症のともだちを理解する本

先生と子どもの怒りをコントロールする本

支援・指導のむずかしい子を支える魔法の言葉

ＡＤＨＤ・ＬＤがある子どもを育てる本

発達障害のある子を伸ばす！指導アイデア

ＡＤＨＤの子の見え方・感じ方

子どもの発達が気になるときに読む心理検査入門

特別支援教育 指導スキル大全

ソーシャルスキルポスター

人的環境のユニバーサルデザイン

特別支援教育のアイデア

算数「操作して，解く力」

国語「書く力，伝える力」

算数「生活に役立つ力」

ソーシャルスキルイメージアップ編

ソーシャルスキル柔軟性アップ編

事例でわかる愛着障害

読み書きが苦手な子どもの漢字支援ワーク

連続絵カード

「言葉かけ」練習帳

気持ちのコントロール

ＬＤの子どもの読み書き支援がわかる本

特別支援教育のアイデア小学校編

特別支援教育を進める本 発達障害のある子への支援

新しい発達と障害を考える本～ＬＤ学習障害のある子の見え方，感じ方～

漢字ワーク

どの子も分かる算数プリント
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書 籍 名

作文ワーク初級

読解ワーク

算数支援ワーク

ことばあそび

発達障害のある子へのサポート事例集

こころの道案内

傾聴術レッスン

愛着関係の発達の理論と支援

子どものアドラー心理学

学級担任のためのアドラー心理学

アドラー心理学で変わる学級経営

むずかしい学級リカバリーガイド

わが子が不登校で教えてくれたこと

不登校Ｑ＆Ａ

５つのカウンセリング

子どもを理解し，発達を支援する指導のポイント
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４ 函館市南北海道教育センター 館内図
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５ 函館市南北海道教育センター 案内図

☆ 教育センター駐車場は，

４５台分用意してあります。

※ 公共交通機関利用の場合

・市電「湯の川」電停下車 徒歩 10分

・函館バス「湯倉神社前」バス停 徒歩 10 分，「根崎競技場前」徒歩５分

函館市南北海道教育センター
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